
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

許可区分：旧薬種商販売業

○事前に届出が必要なもの

○事後に届出が必要なもの

特定販売の実施の有無の変更(有→無に
変更の場合)

特定販売を行う通信手段の変更

特定販売を行う医薬品の区分の変更

特定販売を行う時間（特定販売のみを行う
時間がある場合はその時間）の変更

特定販売の広告に店舗名称と異なる名称
を表示する場合はその名称の変更

特定販売を行う主たるホームページアドレ
ス及びホームページの構成の概要の変更

特定販売のみを行う時間がある場合は適
切な監督に必要な設備の概要の変更

提出書類項目

店舗で新たに特定販売を行う場合

店舗の名称の変更

店舗で新たに特定販売のみを行う時間が
生じる場合

販売・授与する医薬品の区分の変更 ・変更届書

店舗の構造設備の主要部分の変更
・変更届書
・変更後の店舗の平面図

・変更届書許可を受けた者の住所の変更

項目 提出書類

・変更届書
・戸籍謄本，戸籍抄本又は戸籍記載事項証
明書

相談時及び緊急時の電話番号その他連
絡先の変更

許可を受けた者の氏名の変更

・変更届書
・特定販売の概要

・変更届書

・変更届書
・特定販売の概要


